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名
古
屋
市
人
事
委
員
会
は
、
本
日(

９
月
７

日)

、「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
報
告
及
び
勧

告
」
を
行
い
ま
し
た
。(

詳
細
は
裏
面
参
照
） 

 

１
．
こ
の
間
の
経
過 

名
古
屋
市
職
労
は
、
８
月
15
日
に
市
労
連

と
と
も
に
、
８
月
16
日
に
自
治
労
連
名
古
屋

ブ
ロ
ッ
ク
の
各
単
組
と
と
も
に
、
名
古
屋
市

人
事
委
員
会
に
対
し
申
し
入
れ
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。 

 

２
．
名
古
屋
市
人
事
委
員
会
勧
告
の
特
徴 

(１)
名
古
屋
市
人
事
委
員
会
が
行
っ
た
「
職
員

の
給
与
に
関
す
る
報
告
及
び
勧
告
」
の
主
な
内

容
は
、 

①
月
例
給
＋
４
６
５
円(

０
．
１
２
％)

、 

「
初
任
給
が
規
定
さ
れ
て
い
る
職
務
の
級

を
中
心
に
、
人
事
院
の
勧
告
を
踏
ま
え
た

上
で
本
市
の
実
情
に
適
合
す
る
よ
う
に
給

料
表
を
改
定
」 

②
期
末
・
勤
勉
手
当 

０
．
１
月
分
引
上
げ(

年
間
４
．
３→

４
． 

４
月
分)

、
勤
勉
手
当
に
配
分 

年
収
ベ
ー
ス
で
平
均
４
．
６
万
円
の
増
額
。 

ま
た
、
公
務
運
営
に
お
け
る
課
題
で
は
、 

①
人
材
の
確
保
、
育
成
に
つ
い
て 

②
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
に
つ
い
て 

③
「
新
し
い
働
き
方
」
の
定
着
に
つ
い
て 

④
長
時
間
労
働
の
是
正
に
つ
い
て 

⑤
定
年
延
長
へ
の
対
応
に
つ
い
て 

⑥
公
務
員
倫
理
に
つ
い
て 

が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。（
詳
細
は
裏
面
参
照
） 

(2) 

今
年
度
の
人
事
委
員
会
勧
告
は
、
コ

ロ
ナ
禍
３
年
目
の
状
況
の
中
で
出
さ
れ

た
も
の
で
、
民
間
企
業
の
業
績
が
引
き

続
き
厳
し
い
も
の
の
回
復
の
兆
し
を
見

せ
始
め
る
中
、
最
低
賃
金
の
大
幅
ア
ッ

プ
や
国
の
プ
ラ
ス
勧
告
を
受
け
て
の
勧

告
と
な
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
過
で
落
ち
込

ん
だ
経
済
を
立
て
直
す
た
め
に
は
、
労
働
者

の
賃
金
を
引
き
上
げ
、
地
域
経
済
を
活
性
化

す
る
こ
と
が
必
須
で
す
。
経
団
連
の
シ
ン
ク

タ
ン
ク
も
公
務
員
の
人
勧
制
度
を
「
公
務
員

を
含
め
た
公
共
部
門
の
雇
用
者
が
、
豊
か
な

生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
給
与
水
準
を
目

指
す
」
と
い
う
考
え
方
に
移
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
提
言
し
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
公
務
労
働
者
は
、
こ
の
間
コ

ロ
ナ
感
染
症
か
ら
市
民
の
命
と
健
康
を

守
る
た
め
奮
闘
し
続
け
て
い
ま
す
。
市

職
労
・
市
労
連
は
、
人
事
委
員
会
へ
の

申
し
入
れ
の
際
に
、
こ
う
し
た
社
会
の

要
請
や
職
員
の
奮
闘
に
応
え
る
勧
告
を

行
う
よ
う
、
職
場
か
ら
の
署
名
と
併
せ

て
訴
え
て
き
ま
し
た
。 

給
与
面
で
は
、
月
例
給
で
５
年
ぶ
り
、
一

時
金
で
３
年
ぶ
り
の
プ
ラ
ス
勧
告
と
な
っ
た

も
の
の
、
国
の
人
事
院
勧
告
と
比
較
す
る
と
、

期
末
・
勤
勉
手
当
で
は
同
水
準
で
あ
り
、
月

例
給
で
は
国(

９
２
１
円)

の
半
分
程
度
の

引
上
げ
に
留
ま
る
内
容
で
し
た
。
こ
の
間

の
賃
下
げ
と
最
近
の
物
価
上
昇
に
苦
し
む
公

務
労
働
者
の
生
活
実
態
を
無
視
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
職
員
の
奮
闘
に

応
え
な
い
ば
か
り
か
、
地
域
経
済
の
立
て
直

し
に
冷
や
水
を
浴
び
せ
る
、
極
め
て
不
当
な

水
準
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

(3) 

公
務
運
営
に
お
け
る
課
題
で
は
、
職

場
の
最
大
の
問
題
で
あ
る
長
時
間
労
働

の
是
正
に
つ
い
て
、
一
昨
年
の
「
超
過

勤
務
実
績
も
考
慮
し
た
人
員
配
置
の
見

直
し(

中
略)

踏
み
込
ん
だ
対
策
が
必
要
」

か
ら
後
退
し
「
全
市
的
な
人
員
配
置
の

見
直
し
な
ど
に
取
り
組
み
、
よ
り
効
果

的
に
職
員
の
業
務
負
担
の
軽
減
を
図
る

こ
と
が
重
要
」
と
、
不
当
に
も
根
本
的

な
原
因
で
あ
る
人
員
不
足
に
つ
い
て
、

一
言
も
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
間
の

定
員
管
理
に
よ
り
、
職
場
の
人
員
不
足

は
極
め
て
深
刻
な
状
況
に
陥
っ
て
い
ま

す
。
生
活
保
護
や
児
童
相
談
所
、
消
防

職
員
等
、
国
が
定
め
る
配
置
基
準
を
充

足
し
て
お
ら
ず
、
必
要
最
低
限
の
人
員

す
ら
配
置
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で

す
。
長
時
間
労
働
か
ら
職
員
の
健
康
を

守
る
た
め
、
ま
た
人
事
委
員
会
自
ら
が

定
め
た
超
過
勤
務
時
間
の
上
限
規
制
が
、

人
員
不
足
を
原
因
と
し
て
多
く
の
職
場

で
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
、
責

任
あ
る
対
応
を
示
す
べ
き
で
す
。
ま
た
、

会
計
年
度
任
用
職
員
等
、
非
正
規
職
員

の
処
遇
に
つ
い
て
、
何
ら
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
も
極
め
て
不
当
で
す
。 

こ
の
ほ
か
、「
昇
任
意
欲
の
向
上
や
職
員

が
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
を
目
指
す
こ
と
を
後
押

し
す
る
よ
う
な
給
与
制
度
の
検
討
」
や
フ
レ

ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
導
入
、
な
ど
、
今
後
の

動
向
に
注
意
が
必
要
で
す
。 

(４)
名
古
屋
市
職
労
は
２
０
２
２
名
古
屋
市
人

事
委
員
会
勧
告
に
つ
い
て
、
以
上
の
評
価
を
も

と
に
、
今
後
は
市
側
に
対
し
、
人
事
委
員
会
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
職
員
の
奮
闘
に
応
え
る

よ
う
追
及
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
す
。 

 

２
０
２
２
年
９
月
７
日 
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令和 4年 職員の給与に関する報告及び勧告の概要 

令和 4年 9月 7日 

名古屋市人事委員会 

●給与勧告のポイント 

1 月例給     （1）民間給与との較差 465円（0.12％） 

（2）給与改定 初任給が規定されている職務の級を中心に引上げ 

2 期末・勤勉手当  ○ 年間支給割合を 0.10月分引上げ、4.40月分とする 

○ 勤務実績に応じた給与を推進するため、勤勉手当に配分 

1 職種別民間給与実態調査 

市内の企業規模 50人以上、かつ、事業所規模 50人以上の 1,656事業所から 269事業所を無作為に

抽出し､公務に類似する 54職種に該当する実人員 11,583人の 4月分の給与等について調査 

2 給与較差 

本市職員と民間の事務・技術関係の職に従事する者について、役職段階、学歴、年齢の条件が同等

と認められる者の相互の本年 4月分の給与を比較     （平均年齢41.2歳 平均勤続年16.9年） 

民間の給与（Ａ） 職員の給与（Ｂ） 較差（Ａ）-（Ｂ） 

３８６，９９０円 ３８６，５２５円 ４６５円（0.12％） 

3 給与改定 

(1) 月例給 

上記の較差を解消するため、初任

給が規定されている職務の級を中心に、人事院の勧告を踏まえた上で本市の実情に適合するように

給料表を改定 

(2) 期末・勤勉手当（ボーナス） 

・ 民間の年間支給割合 4．41月分（職員の年間支給割合 4．30月分） 

・ 市内民間事業所における支給状況等を考慮して､年間支給割合を 0.10月分引上げ（4.30月分→

4.40月分)、勤務実績に応じた給与を推進するため、勤勉手当に配分。令和 5年度以降において

は、6月期及び 12月期の勤勉手当が均等になるように配分することが適当 

(3) 実施時期 

令和 4年 4月 1日（ただし、期末・勤勉手当は条例の公布日から実施） 

4 公務運営における課題 

(1) 人材の確保、育成について 

・ 採用された人材がどのような活躍をしているかを分析し、適切な採用試験手法の検討を続ける

ことが必要 

・ 職員としての自分が生き生きと働く姿をイメージできることが就職先を決める要素の一つであ

るため、採用した職員が働きがいを持って前向きに仕事に励み､成長できる環境を整備していくこ

とが必要 

・ 職員を育成し、昇任意欲をさらに向上させるような取組を実施していくことが重要 

・ 職務給の原則を踏まえ、それぞれの職務や職責に相応しく、職員がキャリアアップを目指すこ

とを後押しするような給与制度等の実施に向けた検討を継続することが必要 

・ 係長昇任制度の~｢複線化」についても、実施に向けて着実に検討を加速していくことが必要 

(2) 仕事と子育ての両立支援について 

・ このたびの法改正を契機として、子育てに理解のある職場風土づくりに向けて、これまで以上

に子育て支援制度の理解促進に取り組むことが重要 

・ 正規職員による代替職員の配置が可能となる育児休業等の対象期間が拡大されたことから、そ

の育児休業等の取得見込み人数の正確な把握に努めるなど、職場のニーズに対応できるよう取り

組んでいくことが必要 

・ 代替職員の配置の対象とならない短期間の育児休業等についても、各所属において柔軟な職員

配置をより積極的に実施するなど､育児休業等を取得しやすくするための職場環境づくりが必要 

(3) 「新しい働き方」の定着について 

・ 在宅勤務の推進にあたって、PCの軽量化や通信速度向上など、引き続き環境整備に向けた検討

を行っていくことが必要 

･ DXの推進により、在宅勤務等の導入が進まなかった職場においても、新たな広がりが期待される

ため、引き続き取り組んでいくことが必要 

・ 職員のライフスタイルが多様化していることを踏まえ、今後、フレックスタイム制の導入な

ど、更なる勤務時間の柔軟化について検討を進めることが必要 

(4) 長時間労働の是正について 

・ 超過勤務の事前命令や事後確認等により、職員の業務内容や負担、繁忙度等を適正に把握する

ことが必要 

・ 長時間労働の要因を検証し、業務の削減の検討や効率化はもとより、職員間の業務の平準化、

他部署からの応援体制の構築などの連携、調整を活かしたマネジメントを通して、長時間労働を

行っている職員の業務負担の軽減に努めることが重要 

・ 所属長のマネジメント能力の育成や ICTの活用、柔軟な職員配置の促進、全市的な人員配置の

見直しなどに取り組み､より効果的に職員の業務負担の軽減を図ることが重要 

(5) 定年延長への対応について 

・ 高齢期職員の役割や任用、給与等の処遇といった基本的な制度の内容について適切な時期に周

知するなど､すべての職員にとって定年延長の実施が円滑なものとなるよう取り組むことが重要 

・ 新規採用者の採用予定人員については、総務省が示した定員管理に関する基本的な考え方等を

参考にして、引き続き適正に定員管理することを前提としつつも、中長期的な観点により検討す

ることが必要 

・ 国においては、今後、60歳前後の給与水準が連続的なものとなるよう定年の段階的引上げが完

成するまでに､人事院における検討を踏まえ政府が所要の措置を講ずることとされていることか

ら、本市においても、その動向を注視していくことが必要 

(6) 公務員倫理について 

・ 職員一人ひとりが、市民全体の奉仕者であることを常に自覚し、厳正な服務規律の維持と高い

倫理観の保持に努め、公平かつ公正な職務の遂行にあたるとともに、勤務時間外においても､自ら

の行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動することが重要 

・ 平成 16年に職員の倫理の保持に関する条例を施行し、その後も職員の倫理意識の啓発や不祥事

防止に向けて取り組んできたところであるが､依然として不祥事が後を絶たない状況を踏まえ､~よ

り実効性のある取組について検討することが必要 

改定前 改定後 差額 

6,300,358円 6,346,636円 46,278円(0.73)％ 


